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淡路広域水道企業団職員任用試験委員会要綱 
平成 23年７月１日 

訓 令 第 ８ 号 

改正 平成 25年５月 29日 訓令第５号  平成 30年６月１日 訓令第５号 

平成 26年５月 27日 訓令第４号 

 

（設置） 

第１条 淡路広域水道企業団職員の任用に関する規則（平成 22年規則第 13号）に規定

する職員の採用及び昇任に必要な競争試験（以下「試験」という。）の公正な実施を

確保するため、淡路広域水道企業団職員任用試験委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議し、その結果を企業長に報告す

るものとする。 

(1) 試験の科目、内容その他試験の方法に関すること。 

(2) 試験の合格者及び不合格者の判定に関すること。 

(3) 試験の方法について必要な事項の調査に関すること。 

(4) 前各号に定めるもののほか、企業長が特に必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員７名をもって組織し、職員のうちから企業長が任命する。 

２ 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長には淡路広域水道企業団規約（昭和 57年兵庫県指令地第 43号）第９条第２

項に規定する関係市の長が共同して任命した副企業長を充て、副委員長は委員長が指

名する。 

４ 企業長は、職員採用の選考のため必要と認めるときは、職員に替えて人事行政に優

れた識見を有する者（以下「識見委員」という。）を委員に任命することができる。 

５ 委員長は、必要に応じて、識見委員に試験及び委員会に出席を求めて、意見を聞く

ことができる。 

６ 委員会は、必要に応じて補助委員を置き、所掌事務を補助させることができる。 

７ 補助委員は、職員のうちから委員長が任命する。 

（任期） 

第４条 委員及び識見委員の任期は当該年度の職員の選考が終わるまでとする。ただし、

再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（職務） 

第５条 委員長は、会務を総理し、会議の長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 
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２ 委員会は、委員（委員長が、必要と認め、識見委員に出席を求めたときは、識見委

員を含めた人数。）の４分の３以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するとこ

ろによる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員会は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、学

識経験者その他関係者の出席を求め、その意見を聞き、若しくは説明を求め、又は必

要な資料等の提出を求めることができる。 

（秘密の保持） 

第８条 委員、識見委員及び委員会の会議の関係者は、職務上知り得た秘密を他に漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（事務局） 

第９条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（補足） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

定める。 

附 則 

この要綱は、平成 23年７月１日から施行する。 

附 則（平成 25年５月 29日訓令第５号） 

この要綱は、平成 25年６月１日から施行する。 

附 則（平成 26年５月 27日訓令第４号） 

この要綱は、平成 26年６月１日から施行する。 

附 則（平成 30年６月１日訓令第５号） 

この要綱は、平成 30年６月１日から施行する。 


